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指定管理者制度導入施設一覧（令和４年度（2022 年度）） 

№ 施   設   名 
公 募 ・ 随 意 

指 定 の 別 

指 定 管 理 者 

（ 指 定 期 間 ） 
所 管 課 

１ 
越谷市男女共同参画支援

センター 
公 募 

街活性室株式会社 
（令和４年４月１日から 

令和９年３月３１日まで・５年間） 

市長公室 

人権・男女共同参

画推進課 

２ 越谷市中央市民会館 公 募 
公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

市民協働部 

市民活動支援課 

３ 越谷市北部市民会館 随意指定 
越谷市北部市民会館運営協議会 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

市民協働部 

市民活動支援課 

４ 越谷市赤山交流館 随意指定 
越谷市赤山交流館運営協議会 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

市民協働部 

市民活動支援課 

５ 越谷市大沢北交流館 随意指定 
越谷市大沢北交流館運営協議会 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

市民協働部 

市民活動支援課 

６ 越谷市蒲生交流館 随意指定 
越谷市蒲生交流館運営協議会 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

市民協働部 

市民活動支援課 

７ 越谷市南部交流館 随意指定 
越谷市南部交流館運営協議会 

（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

市民協働部 

市民活動支援課 

８ 越谷市大袋北交流館 随意指定 
越谷市大袋北交流館運営協議会 

（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

市民協働部 

市民活動支援課 

９ 越谷市桜井交流館 随意指定 
越谷市桜井交流館運営協議会 

（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

市民協働部 

市民活動支援課 

10 越谷市南越谷交流館 随意指定 
越谷市南越谷交流館運営協議会 

（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

市民協働部 

市民活動支援課 

11 
越谷市市民活動支援セン

ター 
公 募 

アイル・オーエンスグループ 
（令和２年４月１日から 

令和７年３月３１日まで・５年間） 

市民協働部 

市民活動支援課 

12 越谷市斎場 随意指定 

ＰＦＩ越谷広域斎場株式会社 
（令和２年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・６年間） 

市民協働部 

市民課 

13 
越谷市障害者福祉センタ

ーこばと館 
随意指定 

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 

（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

福祉部 

障害福祉課 

14 
越谷市障害者就労訓練施

設しらこばと 
随意指定 

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 

（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

福祉部 

障害福祉課 

15 
越谷市立老人福祉センタ

ーけやき荘 
公 募 

越谷市社会福祉協議会・ｼﾝｺー ｽﾎ゚ ﾂーｸ゙ ﾙー ﾌ゚  
（平成３１年４月１日から 

令和６年３月３１日まで・５年間） 

地域共生部 

地域共生推進課 

16 
越谷市立老人福祉センタ

ーくすのき荘 
公 募 

越谷市社会福祉協議会・ｼﾝｺー ｽﾎ゚ ﾂーｸ゙ ﾙー ﾌ゚  
（平成３１年４月１日から 

令和６年３月３１日まで・５年間） 

地域共生部 

地域共生推進課 

17 
越谷市立老人福祉センタ

ーゆりのき荘 
公 募 

越谷市社会福祉協議会・ｼﾝｺー ｽﾎ゚ ﾂーｸ゙ ﾙー ﾌ゚  
（平成３１年４月１日から 

令和６年３月３１日まで・５年間） 

地域共生部 

地域共生推進課 
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№ 施   設   名 
公募・随意指

定 の 別 

指 定 管 理 者 

（ 指 定 期 間 ） 
所 管 課 

18 
越谷市立老人福祉センタ

ーひのき荘 
公 募 

越谷市社会福祉協議会・ｼﾝｺー ｽﾎ゚ ﾂーｸ゙ ﾙー ﾌ゚  
（平成３１年４月１日から 

令和６年３月３１日まで・５年間） 

地域共生部 

地域共生推進課 

19 越谷市越谷駅東口駐車場 随意指定 
株式会社 越谷ツインシティ 
（令和２年４月１日から 

令和７年３月３１日まで・５年間） 

都市整備部 

市街地整備課 

20 花田苑 公 募 
公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

都市整備部 

公園緑地課 

21 
キャンベルタウン野鳥の

森 
公 募 

公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

都市整備部 

公園緑地課 

22 
越谷コミュニティセンタ

ー 
随意指定 

公益財団法人 越谷市施設管理公社
（令和３年４月１日から 

令和６年３月３１日まで・３年間） 

教育総務部 

生涯学習課 

23 
越谷市日本文化伝承の館 

こしがや能楽堂 
随意指定 

公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

生涯学習課 

24 越谷市立総合体育館 随意指定 
公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

25 越谷市民球場 随意指定 
公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

26 
越谷市立越谷総合公園多

目的運動場 
随意指定 

公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

27 
越谷市立越谷総合公園庭

球場 
随意指定 

公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

28 
越谷市立しらこばと運動

公園競技場 
随意指定 

公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

29 
越谷市立しらこばと運動

公園第２競技場 
随意指定 

公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

30 
越谷市立しらこばと運動

公園野球場 
随意指定 

公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

31 
越谷市立しらこばと運動

公園庭球場 
随意指定 

公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

32 
越谷市立しらこばと運動公

園ソフトボール場 
随意指定 

公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

33 緑の森公園越谷市弓道場 公 募 
公益財団法人 越谷市施設管理公社 
（令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

34 越谷市民プール 公 募 
越谷市社会福祉協議会・ｼﾝｺー ｽﾎ゚ ﾂーｸ゙ ﾙー ﾌ゚  
（平成３１年４月１日から 

令和６年３月３１日まで・５年間） 

教育総務部 

スポーツ振興課 

 

3



 

指定管理者制度導入施設における指定管理者の評価について 
１ 評価の考え方 

指定管理者制度を導入した公の施設は、市民生活に密着した極めて重要な施設

であることから、指定管理者による管理運営が適正に行われているかについて、

指定期間内においても、毎年度点検・把握する必要がある。 

指定管理者による管理業務の実施状況、施設管理能力及び適性等について把握

するとともに、利用者へのサービス提供の状況を確認し、それらに対する評価を

行う。評価結果については、管理運営の改善や効率化、利用者へのサービス向上

を図るために活用するものとする。 

 

２ 評価方法について 

「公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」に、指定管理者の

「選定項目」が示されていることから、これらに対応した評価項目を設定し、評

価を行うものとする。併せて、利用者に対するサービスに関する項目についても

同様に評価を行うものとする。 

具体的には、①利用対象者の平等利用の確保、②施設の効用を最大限に発揮、

③管理経費の縮減、④管理を安定して行う能力、⑤利用者に対するサービス、⑥

その他、の６つに対応した評価項目を施設ごとに施設所管課が設定し、「評価表」

を作成する。 

評価については、まず、指定管理者において自己評価を実施する。その後、施

設所管課において、指定管理者から提出された自己評価、事業報告書に基づくほ

か、現地確認や指定管理者への聞き取りを通し、業務の履行について評価するも

のとする。利用者に対するサービスの質的評価については、利用者から寄せられ

る要望や意見、苦情などへの対応状況、及び利用者アンケートにより行う。 

施設所管課は、過去１年間に指定管理者が取り組んだ内容、その結果得られた

効果、管理運営状況等について評価項目ごとに把握し、下記基準のとおり評価点

の採点及び総合評価を行う。 

 

  ［評価点及び総合評価について］ 

   

①項目ごとの評価点 

   【要求水準未設定施設】 

評価点 評価内容 評 価 の 基 準 

３点 優れている 
協定、事業計画書等の内容を上回る、特筆す

べき管理運営水準であったと評価した場合 

２点 適正である 
協定、事業計画書等の内容に沿った管理運営

水準であったと評価した場合 

１点 改善が必要である 
協定、事業計画書等の内容に満たない管理

運営水準であったと評価した場合 
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 【要求水準設定施設】 

評価点 評価内容 評 価 の 基 準 

３点 優れている 

協定、事業計画書の内容、要求水準等を大

幅に（１３０％以上）上回る管理運営水準

であったと評価した場合 

２点 適正である 
協定、事業計画書の内容、要求水準等に沿

った管理運営水準であったと評価した場合 

１点 
一部改善が必要で

ある 

協定、事業計画書の内容、要求水準等に満

たない（７０％以下）管理運営水準であっ

たと評価した場合 

※災害、感染症対策等により事業をとりや

めた、または、施設を閉館等した場合を除

く 

②総合評価 

管理運営は適正である 評価点の平均が２．０点以上の場合 

管理運営に改善すべき点がある 評価点の平均が２．０点未満の場合 

 

 

３ 評価表について 

全施設の評価表については、「越谷市公の施設に係る指定管理者選定審査会」

に対し意見照会する。 

 

４ 事業報告書について 

地方自治法第２４４条の２第７項の規定及び「公の施設に係る指定管理者の指

定の手続等に関する条例」に基づき毎年度終了後（５月３１日まで）に提出され

る「事業報告書」については、下記の事項が網羅されているものとする。 

<条例第５条に規定されている、事業報告書への記載事項> 

  管理業務の実施の状況及び利用の状況に関する事項 

  使用料又は利用に係る料金の収入の実績に関する事項 

  管理経費の収支の状況に関する事項 

  前３号に掲げるもののほか、施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



 

 

指定管理者の評価の流れ（概要） 

①指定管理者で自己評価の実施・所管課へ提出 

②所管課で評価の実施・評価表を公共施設マネジメント推進課へ提出 

③公共施設マネジメント推進課で全施設の評価表とりまとめ 

④指定管理者選定委員会で協議 

⑤公の施設に係る指定管理者選定審査会へ意見照会 

 
・施設毎に評価表を

作成 

・指定管理者からの事

業報告書 

・現地確認や指定管理者

への聞き取り内容 

・指定管理者の自己評

価表 

・評価に関するチェ

ックシート（所管

課欄へ記入） 

・評価に関するチェ

ックシート（指定

管理者欄へ記入） 

・自己評価表 

・事業報告書（毎年

５月３１日までに

提出 
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令和４年度における指定管理者の管理運営に関する総合評価（総括表） 
 
総合評価 

 
 
 

№ 施設名 指定管理者 利用状況 
決算額（千円） 
※百円以下切捨 

要求 
水準 

総合
評価 

評価点
平均 

１ 
男女共同参画

支援センター 

街活性室株式会
社 

開館日数（日） 293 収入 29,507 
○ 適正 ２．３ 

利用者数（人） 11,657 支出 29,338 

２ 中央市民会館 
公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 359 収入 189,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 154,648 支出 188,071 

３ 北部市民会館 
越谷市北部市民
会館運営協議会 

開館日数(日) 335 収入 54,578 

－ 適正 ２．０ 利用者数(人) 
(図書室貸出 
利用者数(人)) 

68,002 
(77,301) 

支出 54,577 

４ 赤山交流館 
越谷市赤山交流
館運営協議会 

開館日数(日) 308 収入 3,934 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 11,163 支出 3,934 

５ 大沢北交流館 
越谷市大沢北交
流館運営協議会 

開館日数(日) 255 収入 3,914 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 10,348 支出 3,908 

６ 蒲生交流館 
越谷市蒲生交流
館運営協議会 

開館日数(日) 308 収入 3,884 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 21,891 支出 3,884 

７ 南部交流館 
越谷市南部交流

館運営協議会 

開館日数(日) 308 収入 3,904 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 8,895 支出 3,900 

８ 大袋北交流館 
越谷市大袋北交

流館運営協議会 

開館日数(日) 308 収入 3,911 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 9,157 支出 3,900 

９ 桜井交流館 
越谷市桜井交流

館運営協議会 

開館日数(日) 308 収入 3,972 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 15,395 支出 3,609 

10 南越谷交流館 
越谷市南越谷交

流館運営協議会 

開館日数(日) 308 収入 3,880 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 12,354 支出 3,880 

11 
市民活動支援

センター 

アイル・オーエン

スグループ 

開館日数(日) 351 収入 104,443 

－ 適正 ２．０ 利用者数(人) 
(図書室 
来室者数(人)) 

48,243 
(192,303) 

支出 103,442 

12 斎場 
ＰＦＩ越谷広域
斎場株式会社 

開場日数(日) 363 収入 22,333 
－ 適正 ２．０ 

火葬件数(件) 5,321 支出 20,476 

13 

障害者福祉セ

ンターこばと

館 

社 会 福 祉 法 人 

越谷市社会福祉

協議会 

開館日数(日) 293 収入 23,334 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 12,482 支出 23,215 

14 

障害者就労訓

練施設しらこ

ばと 

社 会 福 祉 法 人 

越谷市社会福祉

協議会 

開館日数(日) 345 収入 179,947 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 12,932 支出 177,576 

15 
老人福祉セン

ターけやき荘 

越谷市社会福祉

協議会・ｼﾝｺｰｽﾎﾟ

ｰﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ 

開館日数(日) 294 収入 59,585 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 44,335 支出 59,158 

管理運営は適正である 評価点の平均が２．０点以上の場合 

管理運営に改善すべき点がある 評価点の平均が２．０点未満の場合 
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№ 施設名 指定管理者 利用状況 
決算額（千円） 
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水準 
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評価 

評価点
平均 

16 
老人福祉セン

ターくすのき

荘 

越谷市社会福祉

協議会・ｼﾝｺｰｽﾎﾟ

ｰﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ 

開館日数(日) 293 収入 69,157 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 52,932 支出 67,924 

17 

老人福祉セン

ターゆりのき

荘 

越谷市社会福祉

協議会・ｼﾝｺｰｽﾎﾟ

ｰﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ 

開館日数(日) 308 収入 89,594 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 53,788 支出 89,566 

18 
老人福祉セン

ターひのき荘 

越谷市社会福祉

協議会・ｼﾝｺｰｽﾎﾟ

ｰﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ 

開館日数(日) 308 収入 68,664 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 58,336 支出 67,669 

19 越谷駅東口駐

車場 

株式会社 越谷ツ

インシティ 

開館日数(日) 365 収入 93,205 
－ 適正 ２．０ 

利用件数(件) 352,983 支出 61,837 

20 花田苑 

公 益 財 団 法 人 

越谷市施設管理

公社 

開館日数(日) 360 収入 35,352 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 39,944 支出 35,352 

21 
キャンベルタ

ウン野鳥の森 

公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 280 収入 36,080 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 29,907 支出 36,080 

22 
越谷コミュニ

ティセンター 

公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 
(図書室 
開室日数(日)) 

358 

(351) 
収入 585,300 

－ 適正 ２．０ 
利用者数(人) 
(図書室 
来室者数(人))  

318,043 
(240,820) 

支出 558,258 

23 

日本文化伝承

の館こしがや

能楽堂 

公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 309 収入 51,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 16,088 支出 50,725 

24 総合体育館 
公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 357 収入 119,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 224,534 支出 119,000 

25 市民球場 
公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 359 収入 62,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 25,384 支出 62,000 

26 
総合公園多目

的運動場 

公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 359 収入 62,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 38,086 支出 62,000 

27 
総合公園庭球

場 

公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 359 収入 62,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 40,885 支出 62,000 

28 
しらこばと運

動公園競技場 

公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 359 収入 79,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 513,268 支出 79,000 

29 
しらこばと運動

公園第２競技場 

公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 359 収入 79,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 41,536 支出 79,000 

30 
しらこばと運

動公園野球場 

公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 294 収入 79,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 11,946 支出 79,000 

31 
しらこばと運

動公園庭球場 

公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 359 収入 79,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 42,480 支出 79,000 
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32 
しらこばと運動公

園ソフトボール場 

公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 273 収入 79,000 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 5,974 支出 79,000 

33 弓道場 
公 益 財 団 法 人 
越谷市施設管理
公社 

開館日数(日) 308 収入 7,600 
－ 適正 ２．０ 

利用者数(人) 16,481 支出 7,600 

34 市民プール 

越谷市社会福祉

協議会・ｼﾝｺｰｽﾎﾟ

ｰﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ 

開館日数(日) 
(トレーニングル
ー ム 開 館 日 数
(日)) 

287 

(308) 
収入 49,650 

－ 適正 ２．０ 
利用件数(件) 
(トレーニングル
ー ム 利 用 件 数
(件))  

55,878 

(29,729) 
支出 49,650 
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